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• 充填回収事業者：延べ50,000社（1社が多数府県で認定あり）

• 冷媒フロン類取扱技術者第一種：33,000人、二種：49,000人

• 第一種フロン類再生事業者：41

• フロン類破壊事業者 ：55

• 冷媒回収率＝44％ 全銘柄対象 （令和4年度=2022年度）

• 回収冷媒量＝5,423㌧（業務用）+2,717㌧（家庭用）＝8,140㌧

• 再生冷媒量＝1,860㌧（業務用）+2,450㌧（家庭用）＝4,310㌧

• 再生量/回収量率＝34％（業務用） 、90％ （家庭用）
【数量は推定㌧】

（令和8年1月現在）■日本国内現状
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〇フロン対策取組みの方向性 （産構審資料より）

大気放出の抑制対策・回収を徹底した上で、再生冷媒を最大限活用することが必要。

第1回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 化学物質政策小委員会 フロン類対策ワーキンググループ 令和７年３月25日
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/chemicals/fluorocarbons/pdf/001_06_00.pdf
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破壊2456⇒2483⇒ 2791⇒ 2730⇒ 2786再生 627⇒ 549⇒ 791⇒ 1200⇒ 1621

フロン排出抑制法 HFC



• 創業：1947年（79年目）

• フロン再生事業所（焼津市と石狩市）

• フロン充填回収業者登録（全国36都道府県）

• 社員数： 40名

• 関連法規：高圧ガス保安法、フロン排出抑制法

• 認定：ISO9001：2015 ISO14001：2015

A-BEX

■阿部化学の会社概要
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再生冷媒活用拡大
のポイント

①回収冷媒は再生処理を推
奨
再生処理の啓蒙、推進

➁省令49条認定業者
（仮称：中間集約業
者）を積極活用する。
輸送効率向上、事務手続き
の迅速化・簡略化

③再生冷媒を積極的に使用
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提 案

① 再生処理の推奨【原料入手：入り口】

② 省令49条業者(仮称：中間集約業者）の積極活用

③ 再生冷媒使用の推奨【製品利用：出口】
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① 再生処理の推奨

【現状の課題】
・従来の「フロン回収・破壊法」時代の習慣にしたがって、回収フロンの破壊処理を選択する

機器管理者が多数存在（官庁・ゼネコン・大企業など）。
・回収フロンは廃棄物として扱われる場合が多い。（ゼネコンやサブコン等）

【提案】
・機器管理者への再生処理の推奨（公共調達、博覧会など大規模イベント含む）
・回収フロンの処理方法決定者の明確化⇒「省令49条業者（仮称：中間集約業者）」や

再生業者など）
→フロン排出抑制法や冷媒供給の最新情報に触れない機器所有者への認知度を向上させる。

→公共調達、博覧会でのガイドラインが旧態のままである。
→分析機能を持つ事業者へ回収冷媒の処理方法（破壊または再生）の判断権限を付与する。

・回収したフロンは廃棄物ではない！ ⇒「貴重な資源」です！
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②省令49条業者（仮称：中間集約業者）の積極活用
【現状の課題】

・再生業者、破壊業者、省令49条業者の地域偏在
・仲介機能を持つ省令49条業者の認定基準を各都道府県が独自に規定している。

→省令49条事業者が多数存在する都道府県（東京都・大阪府・愛知県・埼玉県）
→省令49条事業者が存在しない又は公益法人のみの都道府県（静岡、兵庫、京都等）

【提案】

・省令49条業者の認定基準の全国共通化
・都道府県域をまたいで事業を行う省令49条事業者を国による広域認定化

→省令49条業者の偏在解消と回収場所からの最寄り化による充填回収業者の
活動活発化と回収率向上が見込まれる。（運賃軽減）

※容器回転率向上や事務処理（証明書・年次報告等）を効率化できる。
→省令49条業者が回収冷媒の分析機能を持てば、適切な処理判断が可能。

さらに移充填機能を有するので、再生率と輸送効率の向上が見込まれる。
→ 49条業者が発行する受入証明書と再生業者・破壊業者が発行する処理証明書は、

同等の効力を持つことを周知する。 P.9



③再生冷媒使用の推奨
【現状の課題】

・再生冷媒の市場価値
→再生冷媒の付加価値が認知されていないため、積極採用するモチベーショ

ンが沸かない。
→バージン冷媒より低価格でないと再生冷媒が売れない。
・再生冷媒がB級品（新品より品質が劣る）と思われている。
【提案】

・一定比率での再生冷媒使用の推奨（サービス用途、公共調達、機器所有者、
機器メーカーなど）

・再生冷媒の優位点について周知 （例）再生冷媒はキガリ改正の削減対象外
→再生冷媒の認知度向上（機器所有者/回収業者）による回収率と再生率の向上
→再生冷媒の付加価値向上による回収率と再生率の向上

※資源循環（サーキュラーエコノミー）への貢献
・JIS規格により再生冷媒の品質は担保されていることを周知 P.10



提案まとめ

①再生処理の推奨

・機器管理者への再生処理の推奨（公共調達、博覧会など大規模イベント含む）

・回収フロンの処理方法決定者の明確化（省令49条業者や再生事業者など）

② 省令49条業者(仮称：中間集約業者）の積極活用
・省令49条業者認定基準の全国共通化

・都道府県域をまたいで事業を行う省令49条事業者の国による広域認定化

③再生冷媒使用の推奨
・JIS規格により再生冷媒の品質は担保されている点を周知
・一定比率での再生冷媒使用の推奨（サービス用途、公共調達、機器所有者、機器メーカー等）

・再生冷媒の優位点（キガリ改正による冷媒不足を補う）の周知
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